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資料１（121）（122）文化施設管理運営事業及び宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎） 

管理運営事業にかかる指定管理料について 

 

１ 目的 

   新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、宝塚市立文化施設（ソリオホール、ベガ・

ホール）と宝塚文化創造館の利用自粛・臨時休館を実施した。このことにより利用料

金の減収が発生したため、減収分について指定管理料の増額を行う。 

 

２ 対象期間 

   令和２年（2020 年）４月１日～４月１４日 

   ※４月１５日以降については現在精査中 

 

３ 内訳 

 （１）文化施設管理運営事業                （単位：円） 

費 目 施設名 金 額(※) 

収入 

(減収分) 
利用料金 

ベガ・ホール 952,046 

ソリオホール 1,156,883 

支出 

(不要分) 

光熱水費 
ベガ・ホール △14,391 

ソリオホール △36,752 

委託料 
ベガ・ホール △58,392 

ソリオホール △170,038 

   1,829,356 

  

（２）宝塚文化創造館（宝塚音楽学校旧校舎）管理運営事業   （単位：円） 

費 目 金 額(※) 

収入 

(減収分) 
利用料金 519,540 

支出 

(不要分) 

光熱水費 △33,537 

委託料 △90,720 

その他 △61,116 

  334,167 

 

   (※)見込額と実績額との差額 


